
議案第８５号 

 

三田市議会議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

 

三田市議会議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

平成２２年１１月３０日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    



三田市条例第  号 

 

三田市議会議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 三田市議会議員報酬等に関する条例（昭和３１年三田町条例第１８号）の

一部を次のように改正する。 

第６条第２項各号列記以外の部分中「１００分の２２０」を「１００分の２０

０」に改める。 

第２条 三田市議会議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第６条第２項各号列記以外の部分中「１００分の１９５」を「１００分の１９

０」に、「１００分の２００」を「１００分の２０５」に改める。 

付 則 

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるとき

は、その日）から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２３年４月１日から施

行する。 


